別紙様式１
　年　月　日　
　水産庁長官　殿
申請者　住所　　　　　　　　　　　　
氏名 　 　　　　　　　　　　
（法人にあってはその所在地、名称及び代表者の氏名）
キャビア輸出・再輸出のための施設登録申請書
標記について、下記のとおり関係書類を添えて申請します。なお、登録後、ワシントン条約事務局、経済産業省及び水産庁のホームページに下記１及び２の情報（※）並びに再使用不可ラベルを貼付した一次容器の画像が掲載されることに同意します。
記
１．申請者
申請者名：
（法人にあっては名称及び代表者の氏名）
郵便番号、住所：
（法人にあっては郵便番号及び所在地）
電話番号、ファックス番号：
２．登録を受ける施設
施設名：
郵便番号、所在地：
電話番号、ファックス番号：
登録事項（養殖・加工・再包装のうちから該当するものを選択）：
３．添付資料
（登録事項ごとに資料をまとめること。また、「別添２ キャビア輸出・再輸出のための施設（養殖場・加工工場・再包装工場）登録の審査要領」を確認し、その他必要な書類がある場合には適宜添付すること。）
（１）施設の概要が分かる資料
・施設図面（配置図、平面図、立面図）
・「加工」又は「再包装」を選択した場合、使用する設備・機械等の仕様が分かる資料
（２）事業の概要が分かる資料
（「養殖」を選択した場合）
・扱っているチョウザメ類又はヘラチョウザメ類の種、年齢、性別、個体数、出所、原産国等の分かる資料
・養殖管理体制に関する説明資料
（「加工」又は「再包装」を選択した場合）
・扱っているチョウザメ類又はヘラチョウザメ類の種、出所、原産国、仕入先等の分かる資料
（共通）
・年間計画等生産規模の分かる資料（「養殖」を選択した場合、未受精卵又は抱卵個体の出荷先（予定）を示すこと。また、「加工」又は「再包装」を選択した場合、プレストキャビアの場合を除き、２種以上のキャビアを混ぜて一次容器に詰めないことを明記すること。）
（３）ラべリングシステムの執行に関する説明資料（「加工」又は「再包装」を選択した場合のみ必要）
　　・一次容器に再生不可ラベルを貼付する工程（設備、人員体制等を含む。）に関する資料
　　・再使用不可ラベルを貼付した一次容器のサンプル及びその画像を含む説明資料
　　・ロット識別番号の管理体制に関する資料
　　・二次容器に関する資料（画像を含む。）
（※）下線部は、「加工」又は「再包装」を選択した場合に記載
